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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ồ
ム
ペ
ồ
ジ
　
■メール 
メ
ồ
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

銀
行
な
ど
の
口
座
番
号
の
分
か
る
も

の
Ố
昨
年
の
申
告
書
の
控
え
も
参
考

に
な
り
ま
す
Ố

　
な
お
ỏ
相
談
会
ỏ
説
明
会
と
も
申

告
書
の
提
出
の
み
の
場
合
も
受
け
付

け
し
ま
す
Ố

■問 
成
田
税
務
署
ớ
緯
碓28 
5
1
5
1
ỜỐ

※
電
話
は
自
動
音
声
で
案
内
し
ま
す
Ố

音
声
案
内
に
従
い
ỏủ
2
番
Ứớ
税
務

署
Ờ
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
Ố

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
を
発
送

　
平
成
　
年
度
市
民
税
・
県
民
税
申
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告
書
を
ỏ
1
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
Ố

申
告
が
必
要
な
人
は
ỏ
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
ỏ
添
付
書
類
と
一
緒
に

返
信
用
封
筒
で
郵
送
ま
た
は
市
役
所

市
民
税
課
ỏ
印
旛
支
所
・
本
埜
支
所

市
民
サ
ồ
ビ
ス
課
窓
口
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
Ố
申
告
書
は
ỏ
前
年
度
の

申
告
状
況
な
ど
か
ら
申
告
が
必
要
だ

と
思
わ
れ
る
人
に
広
く
送
付
す
る
た

め
ỏ
本
来
申
告
の
必
要
が
な
い
人
に

も
送
付
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
Ố

※
申
告
の
必
要
が
あ
る
の
に
申
告
書

が
届
か
な
い
人
は
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
Ố

■問 
市
民
税
課
市
民
税
班
ớ
緯
内
線
3

2
4
Ỗ
3
2
6
ỜỐ

償
却
資
産
の
申
告
は
お
早
め
に

　
償
却
資
産
ớ
事
業
用
資
産
Ờ
の
申

告
期
限
は
ỏ
1
月
　
日
画
で
す
Ố
ま

30

だ
提
出
し
て
い
な
い
人
ớ
個
人
・
法

人
Ờ
は
ỏ
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
Ố

■問 
資
産
税
課
家
屋
班
ớ
緯
内
線
3
3

2
ỜỐ

続
き
し
て
く
だ
さ
い
Ố

胸
必
要
な
も
の
ộ
次
の
と
お
り
Ố

臼
運
転
免
許
証
ỏ
パ
ス
ポ
ồ
ト
な
ど

の
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真
付
の

証
明
書
ớ
有
効
期
限
内
の
も
の
ỜỐ

渦
写
真
付
住
基
カ
ồ
ド
を
希
望
の
場

合
は
ỏ
写
真
1
枚
Ốớ
上
半
身
ỏ
無

帽
ỏ
正
面
ỏ
無
背
景
で
ỏ
6
カ
月
以

内
に
撮
影
し
た
も
の
Ố
縦
4
・
5
唖

×
横
3
・
5
唖
ỜỐ

※
す
で
に
住
基
カ
ồ
ド
を
持
ỳ
て
い

る
人
で
ỏ
電
子
証
明
書
を
申
請
さ
れ

る
場
合
は
ỏ
必
ず
住
基
カ
ồ
ド
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
Ố

■費 
住
基
カ
ồ
ド
5
0
0
円
ỏ
電
子
証

明
書
5
0
0
円
Ố

　
な
お
ỏ
運
転
免
許
証
な
ど
の
官
公

署
が
発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
証
明

書
を
お
持
ち
で
な
い
人
は
ỏ
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
Ố

■問 
ừ
住
基
カ
ồ
ド
お
よ
び
電
子
証
明

書
の
取
得
Ử
市
民
課
住
民
記
録
班

ớ
緯
内
線
2
3
4
・
2
3
7
Ờỏ
印
旛

支
所
市
民
サ
ồ
ビ
ス
課
市
民
福
祉
班

（⚕）平成27年（2015）1月⚑⚕日号

定
申
告
期
間
中
の
市
内
会
場
は
ỏ
市

職
員
の
み
の
対
応
と
な
り
ỏ
ま
た
ỏ

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
Ố

　
ぜ
ひ
ỏ
こ
の
相
談
会
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
Ố

　
な
お
ỏ
会
場
へ
の
混
雑
状
況
の
問

い
合
わ
せ
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
Ố

自
書
申
告
説
明
会

　
自
書
申
告
説
明
会
で
は
ỏ
個
別
で

の
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
が
ỏ
申
告
書

が
完
成
し
た
場
合
は
ỏ
そ
の
場
で
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
Ố

■内 
■対 
は
次
の
と
お
り
Ố

臼
年
金
所
得
ộ
収
入
が
年
金
の
み
ỏ

ま
た
は
給
与
お
よ
び
年
金
の
両
方
の

あ
る
人
でủ
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
Ứの
な
い
人
の
還
付
申
告ớ
医
療
費

控
除
の
説
明
も
あ
り
ま
す
ỜỐ

渦
医
療
費
控
除
ộ
収
入
が
給
与
の
み

で
ủ
医
療
費
控
除
Ứ
を
受
け
る
人
の

還
付
申
告
Ố

胸
必
要
な
も
の
ớ
相
談
会
ỏ
説
明
会

共
通
Ờ
ộ
筆
記
用
具
ỏ
電
卓
ỏ
印
鑑
ỏ

源
泉
徴
収
票
ỏ
生
命
保
険
・
地
震
保

険
の
控
除
証
明
書
ỏ
国
民
健
康
保
険

税
ỏ
介
護
保
険
料
な
ど
の
支
払
金
額

の
分
か
る
も
の
ỏ
国
民
年
金
保
険
料

控
除
証
明
書
な
ど
ỏủ
医
療
費
控
除
Ứ

ま
た
は
ủ
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
Ứớ
医
療
費
は
集
計
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
Ờ
な
ど
還
付
を
受
け
る
た

め
に
必
要
な
書
類
ỏ
申
告
者
名
義
の

　無
料
申
告
相
談
会

　
こ
の
相
談
会
で
は
ỏ
書
面
に
よ
る

申
告
書
の
作
成
も
で
き
ま
す
が
ỏ
補

助
者
の
付
き
添
い
に
よ
り
ỏ
簡
単
に

パ
ソ
コ
ン
で
の
申
告
書
の
作
成
と
提

出
ớ
送
信
Ờ
も
で
き
ま
す
の
で
ỏ
ご

活
用
く
だ
さ
い
Ố

■対 
給
与
所
得
者
ớ
医
療
費
控
除
・
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
ớ
2
年
目
以

降
Ờ・
年
末
調
整
未
済
Ờỏ
年
金
所
得

者
ớ
土
地
ỏ
建
物
お
よ
び
株
式
な
ど

の
譲
渡
所
得
の
あ
る
場
合
は
除
く
ỜỐ

※
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
1
年
目

の
人
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
Ố

　
成
田
税
務
署
が
開
設
す
る
確
定
申

告
書
作
成
会
場
ớ
イ
オ
ン
モ
ồ
ル
成

田
ỏ
最
下
段
の
確
定
申
告
書
作
成
会

場
を
参
照
Ờ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
Ố

碓伺 
2
月
　
日
俄
Ỗ
3
月
　
日
俄
の
確

16

16

 税
理
士
に
よ
る
所
得
税
確
定
申
告
書
の
無
料
申
告
相
談
会
お
よ
び
自
書
申
告
説
明
会

平成26年分

 相
談
会
ỏ説
明
会
を
利
用
し
て
早
め
の
申
告
を

 ご
利
用
く
だ
さ
い

成
田
税
務
署
・
確
定
申
告
書
作
成
会
場
 

　
平
成
　
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
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興
特
別
所
得
税
・
贈
与
税
・
個
人
消

費
税
の
確
定
申
告
書
作
成
・
提
出
会

場
を
開
設
し
ま
す
Ố

■時 
2
月
2
日
俄
Ỗ
3
月
　
日
俄
・
午

16

前
9
時
Ỗ
午
後
5
時
ớ
受
け
付
け
は

午
後
4
時
ま
で
ỜỐ

※
土
曜
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
除
く
Ố

2
月
　
日
蚊
お
よ
び
3
月
1
日
蚊
は

22

開
場
し
ま
す
Ố

■場 
イ
オ
ン
モ
ồ
ル
成
田
2
階
イ
オ
ン

ホ
ồ
ルớ
成
田
市
ウ
ỹ
ン
グ
土
屋
　
ỜỐ
24

※
車
で
の
来
場
の
場
合
ỏ
午
前
9
時

か
ら
　
時
ま
で
は
ỏ
立
体
駐
車
場
3

10

階
連
絡
通
路
か
ら
入
る
2
階
ủ
C
Ứ

入
口
が
専
用
口
に
な
り
ま
す
Ố

※
バ
ス
を
利
用
す
る
場
合
は
ỏ
京
成

成
田
駅
前
か
ら
は
6
番
の
り
ば
ớ
バ

ス
Ờ
か
ら
千
葉
交
通
バ
ス
に
乗
車
し
ỏ

ủ
モ
ồ
ル
東
・
イ
オ
ン
成
田
店
Ứ
前

で
下
車
し
て
く
だ
さ
い
Ố

※
昼
食
時
間
帯
は
ỏ
職
員
が
交
代
で

対
応
す
る
た
め
ỏ
お
待
ち
い
た
だ
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
Ố

　
な
お
ỏ
納
税
窓
口
が
な
い
た
め
ỏ

口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く
か
ỏ

最
寄
り
の
金
融
機
関
で
納
税
し
て
く

だ
さ
い
Ố

　
ま
た
ỏ
会
場
で
は
納
税
証
明
書
は

発
行
し
て
い
ま
せ
ん
Ố
成
田
税
務
署

で
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
Ố

提
出
し
よ
う
と
す
る
申
告
書
に
つ
い

て
納
税
証
明
書
が
必
要
な
場
合
は
ỏ

申
告
書
を
提
出
す
る
前
に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
Ố

※
上
記
期
間
中
ỏ
成
田
税
務
署
内
に

は
ỏ
確
定
申
告
書
作
成
会
場
は
設
け

て
お
り
ま
せ
ん
Ố

■問 
成
田
税
務
署
ớ
緯
碓28 
5
1
5
1
ỜỐ

※
 電
話
は
自
動
音
声
に
て
受
け
ỏ

必
要
に
応
じ
担
当
者
が
お
答
え
し
ま

す
Ố

相談時間会　場期　日

煙午前10時～正午
煙午後1時～4時
※税理士による無料相談
※パソコンを使えない人も利用でき
ます。

イオンモール
千葉ニュータウン
３階イオンホール

（中央北）

2月9日俄
10日峨
12日牙
13日画

胸無料申告相談会胸

※入退場自由。受け付けは午後3時30分まで。
　混雑状況により、早めに受け付けを終了する場合があります。

胸自書申告説明会胸

相談時間会　場期　日

②医療費控除
午後1時～4時

①年金所得
午前10時～正午

ふれあいセンター
いんば３階大会議室

（美瀬）
1月29日牙

※講義形式で行うので、開始時間までに集合してください（途中入場は
不可）。また、満席になり次第受け付けを終了する場合がありますので、
ご了承ください。

　
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
を
ỏ

e
Ổ
T
a
x
ớ
所
得
税
電
子
申
告
ỏ

納
税
Ờ
を
利
用
し
て
行
う
人
が
近
年

増
え
て
い
ま
す
Ố
こ
の
ｅ
Ổ
T
a
x

を
利
用
す
る
に
は
ỏ
住
民
基
本
台
帳

カ
ồ
ド
ớ
住
基
カ
ồ
ド
Ờ
と
電
子
証

明
書
の
取
得
が
必
要
で
す
Ố

　
市
で
は
ỏ
平
日
来
庁
で
き
な
い
人

の
た
め
に
左
表
の
と
お
り
ỏ
取
得
の

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
Ố

碓伺��
本
人
確
認
と
パ
ス
ワ
ồ
ド
設
定
を

行
い
ま
す
Ố
必
ず
申
請
者
本
人
が
手

ｅ
Ổ
Ｔ
ａ
ｘ

 ｅ
Ổ
Ｔ
ａ
ｘ
 ớ所
得
税
電
子
申
告
ỏ納
税
Ờ

ớ
所
得
税
電
子
申
告
ỏ納
税
Ờをを
利
用
さ
れ
る
み
な
さ
ん
へ

利
用
さ
れ
る
み
な
さ
ん
へ
 

イ
ồ
タ
ỽ
ク
ス

胸日程表胸

時間日程場所

午前8時30分
　　　　～正午2月7日臥

市役所
市民課 午前8時30分

　　　　～正午3月7日臥

午前8時30分
　　　　～正午2月21日臥

印旛支所
市民サービ
ス課
※手続きに時間を有するため、いずれも申請は
11時30分までとします。

　千葉県特定最低賃金が下表のとおり改正されました。詳しくは下
記へお問い合わせください。
■問 千葉労働局労働基準部賃金室（緯０４３－２２１－２３２８）。

改正時間額（発効日）件　名
798円（H26.10.1）千葉県最低賃金

839円（H26.12.25）調味料製造業

千
葉
県
特
定
最
低
賃
金

880円（H26.12.25）鉄鋼業

855円（H26.12.25）はん用機械器具、生産用機械器具製造業

859円（H26.12.25)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

841円（H26.12.25）

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械
器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・
医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、
時計・同部分品製造業、眼鏡製造業

819円（H26.12.25）各種商品小売業

850円（H26.12.25）自動車（新車）小売業

千葉県特定最低賃金の改正

ớ
緯
碓98 
1
1
1
6
ỜỐ

電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
に
注
意

　
e
Ổ
T
a
x
を
利
用
す
る
た
め
の

電
子
証
明
書
に
は
有
効
期
間
が
あ
り

ま
す
Ố

　
有
効
期
間
は
ỏ
証
明
書
の
発
行
日

か
ら
起
算
し
て
3
年
と
な
り
ỏ
有
効

期
間
が
満
了
す
る
と
失
効
し
ỏ
電
子

申
告
な
ど
に
使
用
で
き
ま
せ
ん
Ố

　
平
成
　
年
に
電
子
証
明
書
を
取
得

24

し
た
人
は
ỏ
本
年
に
そ
の
有
効
期
間

が
満
了
と
な
り
ま
す
Ố
効
力
が
失
わ

れ
る
と
ỏ
再
度
電
子
証
明
書
の
申
請

ớ
更
新
手
続
き
Ờ
が
必
要
で
す
Ố

　
す
で
に
電
子
証
明
書
を
取
得
し
ỏ

今
年
e
Ổ
T
a
x
を
利
用
さ
れ
る
人

は
ỏ
ご
自
分
の
電
子
証
明
書
の
有
効

性
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
Ố

　
有
効
性
の
確
認
は
ỏủ
公
的
個
人

認
証
ポ
ồ
タ
ル
サ
イ
ト
ớh

ttp
://

w
w
w
.jp
k
i.g
o
.jp
/

ỜỨ
の
ủ
オ

ン
ラ
イ
ン
窓
口
Ứ
で
確
認
で
き
ま
す
Ố

■問 
市
民
課
住
民
記
録
班
Ố


